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 アスロックの強度計算をする場合に、１３ｍ以下の建物はどんな風圧力を

使用するのですか。 
 

 

 弊社見解 
 
 
 

 

 特にご指示が無い限り、現法（平成１２年建設省告示第１４５８号、平成

１２年建設省告示第１４５４号）に基づく計算式と係数から算出した風圧力

を使用しますが、ご指示有る場合にはその風圧力を使用します。 
 

 

 高さ１３ｍ以下の建物や１階部分については、建設省告示第１４５８号に

は、適用除外の表現になっています。 
 
 また、平成１２年６月２日付「建築基準法関連法令及び告示の制定・改正

に関する意見募集の結果について（建設省住宅局建築指導課）」の「建築基

準法関係省令及び告示の制定・改正案に寄せられたご意見の要旨と建設省の

考え方」には、次の記載があります。 
 

 

寄せられたご意見の要旨 
 

 

建設省の考え方 
 

  

 

 １３ｍ以下の建築物についても帳

壁の構造計算を義務付けるべきで

ある。 
 
 
 

 

 最低限の基準と言う観点から、１

３ｍ以下のものについては、仕様

規定（昭和４６年建設省告示第１

０９号）により対応することとし

ています。 
 

 

 
 一方で、「『平成１２年６月１日施行 改正建築基準法・施行令等の解

説』講習会における質問と回答」には、次の記載があります。 
 

 

質 問 
 

 

回 答 
 

 
 

 
 

 

 外装材の構造計算に関して、高さ

１３ｍ以下の建築物の取り扱いと

その根拠は？ 
 
 
 

 

 １３ｍ以下の建築物における外装

材の構造計算については規定して

いないが、検討する場合は平１２

年建告第１４５８号に従って計算

を行うのが望ましい。 
 

 

 

 見解理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  以上より、当社では特にご指示が無い限り、現法（建設省告示第１４５４

号と第１４５８号）に基づき計算していますが、旧法（旧建築基準法施行令

第８７条及び旧建設省告示第１０９号）での計算も可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 添付資料 
 
 

 

 ・建築基準法施行令改正案に関する意見と回答（建設省ホームページ） 

 ・「改正建築基準法・施行令等の解説」講習会における質問と回答 
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